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平成３０年第７回美郷町議会定例会 

議 事 日 程 （第４号） 

 

平成３０年９月１３日（木曜日）午前１０時開議 

 

     議案審議（質疑～討論～表決） 

第 １ 議案第４５号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第 ２ 議案第４６号 大仙美郷環境事業組合規約の一部変更について 

第 ３ 議案第４７号 大仙美郷環境事業組合の解散について 

第 ４ 議案第４８号 大仙美郷環境事業組合の財産処分について 

第 ５ 議案第４９号 大曲仙北広域市町村圏組合の共同処理する事務及び規約の一部変更について 

第 ６ 議案第５０号 財産の取得について 

第 ７ 議案第５１号 美郷町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一 

           部改正について 

第 ８ 議案第５２号 平成３０年度美郷町一般会計補正予算第３号 

第 ９ 議案第５３号 平成３０年度美郷町国民健康保険特別会計補正予算第２号 

第１０ 議案第５４号 平成３０年度美郷町下水道事業特別会計補正予算第２号 

第１１ 議案第５５号 平成３０年度美郷町農業集落排水事業特別会計補正予算第２号 

第１２ 議案第５６号 平成３０年度美郷町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号 

第１３ 議案第５７号 平成３０年度美郷町水道事業会計補正予算第２号 

     議案審議（委員長報告～討論～表決） 

第１４ 認定第 １号 平成２９年度美郷町一般会計決算認定について 

第１５ 認定第 ２号 平成２９年度美郷町国民健康保険特別会計決算認定について 

第１６ 認定第 ３号 平成２９年度美郷町下水道事業特別会計決算認定について 

第１７ 認定第 ４号 平成２９年度美郷町農業集落排水事業特別会計決算認定について 

第１８ 認定第 ５号 平成２９年度美郷町後期高齢者医療特別会計決算認定について 

第１９ 認定第 ６号 平成２９年度美郷町水道事業会計決算認定について 

     陳情等審議（委員長報告～質疑～討論～表決） 

第２０ 陳情第１８号 消費税増税１０％引き上げ中止を求める意見書提出の陳情書 

     追加議案 
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追加日程第１ 議員派遣について 

追加日程第２ 閉会中の継続調査について 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 
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          ◎開議の宣告 

○議長（澁谷俊二君） おはようございます。 

  定刻並びに出席議員が定足数に達しておりますので、会議を再開いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に差し上げております日程表により行います。 

（午前１０時００分） 

 

 

          ◎議案第４５号の質疑、討論、表決 

○議長（澁谷俊二君） 日程第１、議案第45号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ

いてを議題といたします。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 討論なしと認めます。 

  議案第45号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。議案第45号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 異議なしと認めます。よって、議案第45号 人権擁護委員の推薦につき意

見を求めることについては原案のとおり決しました。 

 

 

          ◎議案第４６号の質疑、討論、表決 

○議長（澁谷俊二君） 日程第２、議案第46号 大仙美郷環境事業組合規約の一部変更についてを議

題といたします。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 質疑なしと認めます。 
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  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 討論なしと認めます。 

  議案第46号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。議案第46号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 異議なしと認めます。よって、議案第46号 大仙美郷環境事業組合規約の

一部変更については原案のとおり決しました。 

 

 

          ◎議案第４７号の質疑、討論、表決 

○議長（澁谷俊二君） 日程第３、議案第47号 大仙美郷環境事業組合の解散についてを議題といた

します。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 討論なしと認めます。 

  議案第47号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。議案第47号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 異議なしと認めます。よって、議案第47号 大仙美郷環境事業組合の解散

については原案のとおり決しました。 

 

 

          ◎議案第４８号の質疑、討論、表決 

○議長（澁谷俊二君） 日程第４、議案第48号 大仙美郷環境事業組合の財産処分についてを議題と

いたします。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 
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○議長（澁谷俊二君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 討論なしと認めます。 

  議案第48号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。議案第48号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 異議なしと認めます。よって、議案第48号 大仙美郷環境事業組合の財産

処分については原案のとおり決しました。 

 

 

          ◎議案第４９号の質疑、討論、表決 

○議長（澁谷俊二君） 日程第５、議案第49号 大曲仙北広域市町村圏組合の共同処理する事務及

び規約の一部変更についてを議題といたします。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 討論なしと認めます。 

  議案第49号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。議案第49号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 異議なしと認めます。よって、議案第49号 大曲仙北広域市町村圏組合の

共同処理する事務及び規約の一部変更については原案のとおり決しました。 

 

 

          ◎議案第５０号の質疑、討論、表決 

○議長（澁谷俊二君） 日程第６、議案第50号 財産の取得についてを議題といたします。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。14番、深澤 均

君。 
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○１４番（深澤 均君） この財産の取得について、２点ほどお伺いします。 

  まず、第１点目は前にも話したと思いますけれども、３月に議会運営委員会の研修で八峰町へ

行った折に、既に八峰町では、このＩＣＴ教育というか事業に取り組んでおられまして、そのとき

の町側のお話の中に、非常にタブレットなり電子黒板なりを活用した授業を行うには専門的なサポ

ートが非常に大事になってくるというようなお話を伺ってきたところであります。そこで伺いたい

のは、今回の入札にそういうサポート的なものは加味されているものなのか、その点について伺い

たいと思います。 

  それから、もう一点は、この財産取得で始まりますＩＣＴ授業の中学校小学校の全体像はどう

いうふうになっているのか、目標とする全体像を教えていただきたいなというふうに思います。 

○議長（澁谷俊二君） 答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（煙山光成君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、第１点目の専門的サポートの経費は加味されているのかというご質問ですが、専門的サ

ポートの費用については、今回の入札には加味されてございません。 

  次に、事業の全体像というようなお話でございますので、その点について現在のイメージにつ

いてお話をさせていただきたいと思います。 

  今回購入をさせていただきますＩＣＴに関係する教育用コンピューター機器でございますけれ

ども、現在、学校においては、授業はコンピューター室において、その場所でしかこういった機器

を使用できないというような状況でございますけれども、今後はタブレット型を今回導入をする

と、それから工事のほうでは無線ＬＡＮを各教室で使用できるようにするというようなことで、同

時的に授業を自分の教室あるいは特別教室も含めて自由に適切な場所で行うことができるようにな

るものと考えてございます。 

  それから、今、入札のところで電子黒板、中にございますけれども、タブレット型のパソコン

を使っている教室、それ以外に電子黒板を活用する教室、それぞれ同時にネットワークに接続をし

ながら使用することができるということで、いろんな場所で児童生徒がネットワークに接続しなが

らこうした授業を展開、受けることができるというふうに考えてございます。 

  ただ、実際にどういった授業が展開をされるのかというのは、授業の内容に関することでござ

いますけれども、これから検討されていくものというふうに思っております。具体的には教科書の

切りかえ時期等々も加味しながら検討されるものと認識をしております。以上でございます。 

○議長（澁谷俊二君） 14番、よろしいですか。14番、深澤 均君。 

○１４番（深澤 均君） この財産の取得を完結するのに何年ぐらい見ているものなのか、そこら
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辺、答弁できる範囲内でお願いいたします。 

○議長（澁谷俊二君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（煙山光成君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  ハード的な部分でございますけれども、３小学校に来年度タブレット型のパソコンを導入する

と。その附属する機器につきましても、来年度整備をするというような計画を持ってございます。 

  ただ、議員の先ほどのご質問にありますように実際の授業の内容に関しましては、その都度そ

の都度必要な経費を、予算をお諮りをしまして措置いただくということになろうかと思います。 

  以上です。 

○議長（澁谷俊二君） 14番、よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） これで質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 討論なしと認めます。 

  議案第50号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。議案第50号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 異議なしと認めます。よって、議案第50号 財産の取得については原案の

とおり決しました。 

 

 

          ◎議案第５１号の質疑、討論、表決 

○議長（澁谷俊二君） 日程第７、議案第51号 美郷町地方活力向上地域における固定資産税の不

均一課税に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 
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○議長（澁谷俊二君） 討論なしと認めます。 

  議案第51号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。議案第51号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 異議なしと認めます。よって、議案第51号 美郷町地方活力向上地域にお

ける固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正については原案のとおり決しました。 

 

 

          ◎議案第５２号の質疑、討論、表決 

○議長（澁谷俊二君） 日程第８、議案第52号 平成30年度美郷町一般会計補正予算第３号を議題

といたします。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。９番、熊谷良夫

君。 

○９番（熊谷良夫君） 46・47ページなんですけど、民生費のいわゆる時間外勤務手当、これは災

害時の個別計画作成と説明を受けましたけれども、これは難病あるいは酸素ボンベ、あるいは車

いすなどの在宅障害者の避難行動計画の作成と解釈してよろしいでしょうか。 

○議長（澁谷俊二君） 答弁を求めます。福祉保健課長。 

○福祉保健課長（齊藤敦子君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  今回のこの個別計画に対しましては、高齢者、障害者のみならず高齢者、自宅で若い人と同居

していますが、日中若い方がおられず高齢者だけの世帯になってしまう人たちも含めて計画して

おります。以上でございます。 

○議長（澁谷俊二君） ９番、熊谷良夫君。 

○９番（熊谷良夫君） この作成のいわゆる聞き取りの構成員なんですけれども、多分自主防災組

合とか担当の民生委員などと思いますけれども、そのほかにもやはり一番わかっている方という

のは、かかりつけのお医者さんとか医療機関とか、あるいは担当のケアマネージャー、あるいは

在宅のヘルパーさんだと思いますが、その方たちはどうなってますか。 

○議長（澁谷俊二君） 福祉保健課長。 

○保健福祉課長（齊藤敦子君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  これは個人情報に基づいて行っているものですので、民生委員さんがまず担当の地区に伺っ

て、ご本人、ご家族の承諾を得て名簿を作成しております。個別計画を策定するときもご本人さ
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ん、あるいは家族の許可を得て避難計画を立てるもので、その後、避難計画の中でかかりつけ医

の意見等必要であれば、ご本人さんとご家族の承諾を得て、かかりつけ医、ケアマネ等の意見を

求めることもあり得ると考えております。以上でございます。 

○議長（澁谷俊二君） ９番、よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） これで質疑を終わります。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 討論なしと認めます。 

  議案第52号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。議案第52号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 異議なしと認めます。よって、議案第52号 平成30年度美郷町一般会計補

正予算第３号は原案のとおり決しました。 

 

  
          ◎議案第５３号の質疑、討論、表決 

○議長（澁谷俊二君） 日程第９、議案第53号 平成30年度美郷町国民健康保険特別会計補正予算

第２号を議題といたします。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 討論なしと認めます。 

  議案第53号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。議案第53号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 異議なしと認めます。よって、議案第53号 平成30年度美郷町国民健康保

険特別会計補正予算第２号は原案のとおり決しました。 
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          ◎議案第５４号の質疑、討論、表決 

○議長（澁谷俊二君） 日程第10、議案第54号 平成30年度美郷町下水道事業特別会計補正予算第

２号を議題といたします。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 討論なしと認めます。 

  議案第54号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。議案第54号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 異議なしと認めます。よって、議案第54号 平成30年度美郷町下水道事業

特別会計補正予算第２号は原案のとおり決しました。 

 

  
          ◎議案第５５号の質疑、討論、表決 

○議長（澁谷俊二君） 日程第11、議案第55号 平成30年度美郷町農業集落排水事業特別会計補正

予算第２号を議題といたします。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 討論なしと認めます。 

  議案第55号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。議案第55号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 異議なしと認めます。よって、議案第55号 平成30年度美郷町農業集落排
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水事業特別会計補正予算第２号は原案のとおり決しました。 

 

  
          ◎議案第５６号の質疑、討論、表決 

○議長（澁谷俊二君） 日程第12、議案第56号 平成30年度美郷町後期高齢者医療特別会計補正予

算第１号を議題といたします。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 討論なしと認めます。 

  議案第56号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。議案第56号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 異議なしと認めます。よって、議案第56号 平成30年度美郷町後期高齢者

医療特別会計補正予算第１号は原案のとおり決しました。 

 

  
          ◎議案第５７号の質疑、討論、表決 

○議長（澁谷俊二君） 日程第13、議案第57号 平成30年度美郷町水道事業会計補正予算第２号を

議題といたします。 

  説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 討論なしと認めます。 

  議案第57号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。議案第57号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 
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○議長（澁谷俊二君） 異議なしと認めます。よって、議案第57号 平成30年度美郷町水道事業会

計補正予算第２号は原案のとおり決しました。 

 
 

          ◎認定第１号から認定第６号までの委員長報告、討論、表決 

○議長（澁谷俊二君） 日程第14、認定第１号から日程第19、認定第６号までの６件を会議規則第

37条の規定により一括議題といたします。 

  この議案の審査方を決算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。決

算特別委員会委員長、熊谷隆一君、登壇願います。 

          （決算特別委員会委員長 熊谷隆一君 登壇） 

〇決算特別委員長（熊谷隆一君） ９月４日の本会議において、当委員会に審査を付託されました

認定第１号から認定第６号までの審査経過と結果をご報告いたします。 

  ９月７日午前10時より委員14名全員が出席し、一般会計及び特別会計、水道事業会計決算認定

についての審査を行いました。 

  初めに、認定第１号 平成29年度美郷町一般会計決算認定についてですが、歳入の審査では、

町税について、町民税の所得の内訳や税目ごとの収納率、不納欠損の内容と経緯について質疑が

ありました。また、給食費の滞納について、徴収の仕方や徴収の現状、行政代執行費について、

不納欠損になった経緯についての質疑があり、それぞれ説明を受けました。 

  歳出の審査のうち、総務費では事務ミスについての研修の内容、人事評価制度を給与に反映す

るメリット・デメリットや評価項目に対する点数の配分、カーブミラーの設置状況と更新予定に

ついて、住民活動センターのボランティア登録の規約の有無、地域活動拠点整備事業の特徴的な

取り組みと事業の推移について、また移住・仕事支援総合窓口設置事業の相談件数や実績、空き

家バンクの活用の有無、新規就農者研修施設での研修内容と参加者の状況、地方創生事業が縮

小・廃止になった場合の事業の継続について、廃業した企業の数と廃業に至らないための具体的

な支援策について質疑があり、それぞれ所要の説明を受けました。 

  民生費では、介護保険事業支援員、認知症地域支援推進員の総合事業とのかかわりと活動内

容、はり・きゅう・マッサージ助成事業の交付対象者と利用率の向上、子育て支援員・児童クラ

ブ支援員の基準の考え方と資質の向上について質疑があり、それぞれ所要の説明を受けました。 

  衛生費では、総合健診の受診率とその向上対策、不妊治療費助成事業の実績と周知方法につい

ての質疑があり、所要の説明を受けました。 

  労働費では、技能功労者表彰での祝賀会開催の有無について質疑があり、所要の説明を受けま
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した。 

  農林水産業費では、大規模肉用牛団地整備事業費補助金の対象経緯について質疑があり、所要

の説明を受けました。 

  教育費では、文化財発掘状況や今後の発掘期間、奨学金貸付金の収納率と滞納の内容及び不納

欠損について、小学校管理費需用費の不用額の内容、新聞を活用した授業の内容、スポーツ少年

団補助金の内容と要望などの有無、学校給食でアレルギーのある子供の状況とその対応、事故の

有無についての質疑があり、それぞれ所要の説明を受けました。 

  議会費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、災害復旧費、公債費、諸支出金、予備費に

ついての質疑はありませんでした。 

  質疑終了後、認定第１号について討論を行いました。 

  討論では、「29年度予算で住民サービス後退や職員の労働強化につながりかねない職員の適正化

計画を進めていくことやマイナンバー制度の推進予算などに反対を表明してきたが、それが実行

された決算なので認定には賛成できない。また、職員の人事評価制度は職員の士気にマイナスの

影響、住民サービスへの影響などが心配されるものであり、職員が生き生きと働き、住民サービ

スの向上につながるようなやり方をすべきなので、認定第１号には反対である」と反対討論があ

りました。 

  起立による採決を行った結果、賛成多数で「原案のとおり認定すべきもの」と決しました。 

  なお、審査の途中、事前の届け出により委員１名が退室したことから採決時の委員は13名であ

りました。 

  次に、認定第２号 平成29年度美郷町国民健康保険特別会計決算認定についてですが、審査で

は人間ドックと脳ドックを合わせた受診の可否、資格証明書・短期保険証の発行状況と発行まで

の経緯、期間を３カ月にしている理由、滞納者への配慮について質疑があり、所要の説明を受け

ました。 

  質疑終了後、認定第２号について討論を行いましたが、討論はありませんでした。 

  起立による採決を行った結果、出席委員全員賛成で「原案のとおり認定すべきもの」と決しま

した。 

  次に、認定第３号 平成29年度美郷町下水道事業特別会計決算認定について、認定第４号 平

成29年度美郷町農業集落排水事業特別会計決算認定について及び認定第５号 平成29年度美郷町

後期高齢者医療特別会計決算認定については、いずれにおいても質疑、討論はありませんでし

た。 
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  それぞれ起立による採決を行った結果、認定第３号から認定第５号については、出席委員全員

賛成で「原案のとおり認定すべきもの」と決しました。 

  次に、認定第６号 平成29年度美郷町水道事業会計決算認定についてですが、審査では水道料

金の収納率、資本剰余金の内容について質疑があり、所要の説明を受けました。 

  質疑終了後、認定第６号について討論を行いましたが、討論はありませんでした。 

  起立による採決を行った結果、出席委員全員賛成で「原案のとおり認定すべきもの」と決しま

した。 

  以上、ご報告申し上げます。 

○議長（澁谷俊二君） お諮りします。ただいまの報告については、会議規則第43条により質疑を

省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 異議なしと認めます。 

  ただいま議題となっております案件中、認定第１号について、これより討論を行います。討論

ありませんか。（「５番」の声あり）５番、泉 美和子君。反対討論ですか。（「はい」の声あり）

委員長の報告にですよね。委員長の報告に。 

  では、登壇願います。 

          （５番 泉 美和子君 登壇） 

○５番（泉 美和子君） 認定第１号に反対の立場から討論いたします。 

  平成29年度実施された住民生活向上のための施策の多くに反対するものではありませんが、29

年度予算では住民サービス後退や職員の労働強化につながりかねない職員の定員適正化計画を進

めていくことやマイナンバー制度推進の予算に反対を表明してきました。それが執行されたもの

ですので、決算認定には賛成できません。 

  全国各地でさまざまな災害が発生している昨今です。住民の命と暮らしを守り、安心安全のま

ちづくりの上でもマンパワーがますます重要になっていると思います。住民サービス向上のため

にも管理強化の方向でなく、自主的に職員の力を十分発揮できるような体制づくりをしていくこ

とが重要ではないでしょうか。そのことを求めて討論といたします。 

○議長（澁谷俊二君） ほかに討論ありませんか。（「なし」の声あり）これで討論を終わります。 

  認定第１号 平成29年度美郷町一般会計決算認定について、これより採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長報告は認定とするものです。 
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  お諮りします。認定第１号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求

めます。 

          （賛成者１３名） 

○議長（澁谷俊二君） 起立多数です。よって、認定第１号 平成29年度美郷町一般会計決算認定

については、委員長の報告どおり認定することに決しました。 

  ただいま議題となっております案件中、認定第２号について、これより討論を行います。討論

ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 討論なしと認めます。 

  認定第２号 平成29年度美郷町国民健康保険特別会計決算認定について、これより採決いたし

ます。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長報告は認定とするものです。 

  お諮りします。認定第２号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求

めます。 

          （賛成者１４名） 

○議長（澁谷俊二君） 起立多数です。よって、認定第２号 平成29年度美郷町国民健康保険特別

会計決算認定については、委員長の報告どおり認定することに決しました。 

  ただいま議題となっております案件中、認定第３号について、これより討論を行います。討論

ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 討論なしと認めます。 

  認定第３号 平成29年度美郷町下水道事業特別会計決算認定について、これより採決いたしま

す。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長報告は認定とするものです。 

  お諮りします。認定第３号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求

めます。 

          （賛成者１５名） 

○議長（澁谷俊二君） 起立全員です。よって、認定第３号 平成29年度美郷町下水道事業特別会
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計決算認定については、委員長の報告どおり認定することに決しました。 

  ただいま議題となっております案件中、認定第４号について、これより討論を行います。討論

ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 討論なしと認めます。 

  認定第４号 平成29年度美郷町農業集落排水事業特別会計決算認定について、これより採決い

たします。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長報告は認定とするものです。 

  お諮りします。認定第４号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求

めます。 

          （賛成者１５名） 

○議長（澁谷俊二君） 起立全員です。よって、認定第４号 平成29年度美郷町農業集落排水事業

特別会計決算認定については、委員長の報告のとおり認定することに決しました。 

  ただいま議題となっております案件中、認定第５号について、これより討論を行います。討論

ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 討論なしと認めます。 

  認定第５号 平成29年度美郷町後期高齢者医療特別会計決算認定について、これより採決いた

します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長報告は認定とするものです。 

  お諮りします。認定第５号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求

めます。 

          （賛成者１５名） 

○議長（澁谷俊二君） 起立全員です。よって、認定第５号 平成29年度美郷町後期高齢者医療特

別会計決算認定については、委員長の報告のとおり認定することに決しました。 

  ただいま議題となっております案件中、認定第６号について、これより討論を行います。討論

ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 
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○議長（澁谷俊二君） 討論なしと認めます。 

  認定第６号 平成29年度美郷町水道事業会計決算認定について、これより採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

  お諮りします。認定第６号について、委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求

めます。 

          （賛成者１５名） 

○議長（澁谷俊二君） 起立全員です。よって、認定第６号 平成29年度美郷町水道事業会計決算

認定については、委員長の報告のとおり認定することに決しました。 

 

 

          ◎陳情第１８号の委員長報告、質疑、討論、表決 

○議長（澁谷俊二君） 日程第20、陳情第18号 消費税増税10％引き上げ中止を求める意見書提出

の陳情書を議題といたします。 

  この陳情の審査方を総務常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。総

務常任委員長、細井邦男君、登壇願います。 

          （総務常任委員会委員長 ８番 細井邦男君 登壇） 

○総務常任委員長（細井邦男君） ９月３日の本会議において、当委員会に審査を付託されました

陳情第18号、消費税を10％に増税することを中止することを国に求める意見書採択の陳情書の審

査経過と結果をご報告申し上げます。 

  ９月６日、委員６名の出席のもと、当委員会を開催して慎重に審査いたしました。 

  審査では、10％への増税には反対なので、この陳情には賛成で、政府に意見書を出していただ

きたい。軽減税率を導入しても消費税が上がっていけば、ますます低所得者の負担はふえること

ははっきりしている。消費税がそもそも低所得者ほど負担が重い逆進性の税金であるというこ

と、税金は応能応益の原則をしっかり守っていくべきだと思う。中小企業や個人事業者も不安を

感じており、ぜひ採択でという意見がある一方、前回も不採択としており、10％への引き上げは

政府の既定路線であり、当議会が１年もたたないうちにというのは継続性がないと思うという意

見や国のほうで閣議決定しているものであり、前回12月に不採択にしており、１年もたたないう

ちに採択となれば議会の一貫性がないとなりかねないので前回と同じでという意見。陳情提出者

は小さい規模の経営者などでインボイスになれば大変なことはわかるが、これはあくまでも増税
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するということの話で、政府が２回延期したことで今回はみんなもそうなるだろうと考えている

と思う。議会としての大義もあるので、継続性も考慮すればやむを得ないという意見。陳情者か

ら直接説明を聞き、中小企業は困るということだったが、財源の使い道も譲歩した形に変更され

ており、議会の一貫性がないと言われるのは厳しいので、前回12月と同じく不採択とすべきとい

う意見がありました。 

  採決の結果、採択１人、不採択４人で、当委員会としては不採択すべきものと決しましたの

で、ご報告いたします。 

○議長（澁谷俊二君） ただいまの委員長報告に対して質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。討論ありませんか。（「５番」の声あり）５番、泉 美和子君。反対

討論ですか。（「はい」の声あり） 

  まず、委員長報告に反対者の発言を許します。５番、泉 美和子君、登壇願います。 

          （５番 泉 美和子君 登壇） 

○５番（泉 美和子君） 陳情第18号に賛成の立場から討論いたします。 

  消費税が８％に増税されてから物価の値上げが家庭を直撃しています。個人消費や実質賃金の

減少も続いています。社会保障はよくなるどころか負担が増すばかりです。こういう中で消費税

10％の引き上げが実施されれば景気の悪化が一段と進むことは明らかであり、多くの住民から不

安の声が上がっています。 

  軽減税率を導入しても10％にすれば低所得者ほど負担が重くなる逆進性が強まります。インボ

イス制度も中小業者には大きな負担となり、問題があります。今必要なことは消費税の増税では

なく、税金の集め方や使い方を見直し、大企業や富裕層への優遇税制を見直し、軍事費や不要不

急の大型公共事業費を減らし、暮らしや社会保障、地域経済振興を優先に税金を使い、内需主導

で家計を温める経済政策をとるべきです。 

  以上のことから、この陳情はぜひ採択をして意見書を国に提出すべきと考えますので、委員長

報告には反対します。 

○議長（澁谷俊二君） ほかに討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） これで討論を終わります。 

  陳情第18号について、これより採決いたします。 
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  この採決は起立によって行います。 

  この陳情に対する委員長報告は不採択でありますので、改めて申し上げますが、初めに陳情に

対する採決を行います。その結果に基づいて委員長報告に対する採決を行います。 

  それでは、陳情第18号を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

          （賛成者１名） 

○議長（澁谷俊二君） 起立少数です。 

  次に、陳情第18号を委員長報告のとおり不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 

          （賛成者１４名） 

○議長（澁谷俊二君） 起立多数です。よって、陳情第18号 消費税増税10％引き上げ中止を求め

る意見書提出の陳情書は総務常任委員長の報告のとおり不採択とすることに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

（午前１０時４６分） 

 

  
（午前１０時４７分） 

○議長（澁谷俊二君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ただいま配付しました追加議事日程表のとおり案件が提出されております。 

  これを日程に追加したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 異議なしと認め、日程に追加して議題とすることに決定いたしました。 

  暫時休憩いたします。 

（午前１０時４７分） 

 

  
（午前１０時４９分） 

○議長（澁谷俊二君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 

 

◎議員派遣について 

○議長（澁谷俊二君） 追加日程第１、議員派遣についてを議題といたします。 

  お諮りします。議員派遣につきましては、お手元に配付しておりますとおり派遣することにし

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
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          （「異議なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 異議なしと認め、よって、議員派遣については、お手元に配付したとおり

派遣することに決定いたしました。 

 

 

◎閉会中の継続調査について 

○議長（澁谷俊二君） 追加日程第２、閉会中の継続審査及び継続調査についてを議題といたしま

す。 

  総務常任委員会委員長、教育民生常任委員会委員長、産業建設常任委員会委員長、議会広報常

任委員会委員長、議会運営委員会委員長より審査中の事件等について会議規則第75条の規定によ

り、お手元に配付しておりますとおり閉会中の継続審査及び継続調査の申し出がありました。 

  お諮りします。総務常任委員会委員長、教育民生常任委員会委員長、産業建設常任委員会委員

長、議会広報常任委員会委員長、議会運営委員会委員長からの申し出のとおり決定することにご

異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（澁谷俊二君） 異議なしと認めます。よって、総務常任委員会長、教育民生常任委員会委

員長、産業建設常任委員会委員長、議会広報常任委員会委員長、議会運営委員会委員長からの申

し出のとおり閉会中の継続審査及び継続調査とすることに決定いたしました。 

 

  
          ◎閉会の宣告 

○議長（澁谷俊二君） 以上で、今定例会に上程されました議案の審議は全て終了いたしました。 

  会議を閉じます。 

  これをもちまして、平成30年第７回美郷町議会定例会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

                                  （午前１０時５２分） 
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